
千
九
百
九
十
四
年
の
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
の
譲
許
表
第
三
十
八
表

（
日
本
国
の
譲
許
表
）
の
修
正
及
び
訂
正
に
関
す
る
確
認
書
の
説
明
書

外

務

省
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一

概
説

１

確
認
書
の
成
立
経
緯

背
景

(1)

平
成
八
年
（
千
九
百
九
十
六
年
）
、
世
界
貿
易
機
関
（
以
下
「
Ｗ
Ｔ
Ｏ
」
と
い
う
。
）
の
主
要
加
盟
国
の
間
で
情
報
技
術
製
品
の
関
税
撤
廃
に
つ
い
て

の
交
渉
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
特
定
の
情
報
技
術
製
品
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
平
成
十
二
年
（
二
千
年
）
ま
で
に
関
税
を
撤
廃
す
る
こ
と
で
交
渉

は
実
質
的
に
妥
結
し
、
同
年
十
二
月
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
た
第
一
回
Ｗ
Ｔ
Ｏ
閣
僚
会
議
の
機
会
に
「
情
報
技
術
製
品
の
貿
易
に
関
す
る
閣
僚
宣

言
」
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
長
年
に
わ
た
り
関
税
撤
廃
の
対
象
と
な
る
品
目
が
見
直
さ
れ
ず
、
技
術
進
歩
に
よ
り
開
発
さ
れ
た
新
製
品
等
を

対
象
品
目
に
含
め
る
こ
と
に
つ
い
て
産
業
界
か
ら
強
い
要
望
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
中
、
平
成
二
十
四
年
（
二
千
十
二
年
）
五
月
、
対
象
と

な
る
品
目
を
拡
大
す
る
交
渉
が
立
ち
上
げ
ら
れ
、
平
成
二
十
七
年
（
二
千
十
五
年
）
七
月
に
対
象
品
目
が
確
定
し
、
「
情
報
技
術
製
品
の
貿
易
の
拡
大
に

関
す
る
宣
言
」
が
採
択
さ
れ
た
。
ま
た
、
同
年
十
二
月
に
ナ
イ
ロ
ビ
で
開
催
さ
れ
た
第
十
回
Ｗ
Ｔ
Ｏ
閣
僚
会
議
の
期
間
中
に
交
渉
が
妥
結
し
、
「
情
報
技

術
製
品
の
貿
易
の
拡
大
に
関
す
る
閣
僚
宣
言
」
が
採
択
さ
れ
た
。
こ
の
情
報
技
術
製
品
の
拡
大
さ
れ
た
品
目
の
関
税
撤
廃
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
、
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
等
の
先
進
国
の
み
な
ら
ず
途
上
国
を
含
む
五
十
二
箇
国
・
地
域
及
び
欧
州
連
合
が
実
施
す
る
意
図
を
表
明
し
て
い
る
。

経
緯

(2)

我
が
国
は
、
情
報
技
術
製
品
の
拡
大
さ
れ
た
品
目
の
関
税
撤
廃
を
実
施
す
る
た
め
に
、
我
が
国
の
譲
許
表
の
修
正
及
び
訂
正
案
を
Ｗ
Ｔ
Ｏ
事
務
局
を
通

じ
て
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
全
て
の
加
盟
国
に
通
報
し
た
。
そ
の
結
果
、
同
案
が
全
て
の
加
盟
国
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
、
当
該
修
正
及
び
訂
正
が
確
定
し
、
平
成
二
十

八
年
（
二
千
十
六
年
）
三
月
二
十
四
日
に
当
該
修
正
及
び
訂
正
を
附
属
す
る
こ
の
確
認
書
が
作
成
さ
れ
た
。

２

確
認
書
締
結
の
意
義

こ
の
確
認
書
は
、
「
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
」
に
含
ま
れ
て
い
る
我
が
国
の
譲
許
表
に
関
し
、
情
報
技
術
製
品
の
関
税
撤
廃
の
対

象
産
品
の
見
直
し
に
伴
う
修
正
及
び
訂
正
を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
我
が
国
が
こ
の
確
認
書
を
締
結
す
る
こ
と
は
、
国
際
貿
易
を
促
進
す
る
見
地

か
ら
有
意
義
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

３

確
認
書
の
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
義
務



一

一

概
説

１

確
認
書
の
成
立
経
緯

背
景

(1)

平
成
八
年
（
千
九
百
九
十
六
年
）
、
世
界
貿
易
機
関
（
以
下
「
Ｗ
Ｔ
Ｏ
」
と
い
う
。
）
の
主
要
加
盟
国
の
間
で
情
報
技
術
製
品
の
関
税
撤
廃
に
つ
い
て

の
交
渉
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
特
定
の
情
報
技
術
製
品
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
平
成
十
二
年
（
二
千
年
）
ま
で
に
関
税
を
撤
廃
す
る
こ
と
で
交
渉

は
実
質
的
に
妥
結
し
、
同
年
十
二
月
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
た
第
一
回
Ｗ
Ｔ
Ｏ
閣
僚
会
議
の
機
会
に
「
情
報
技
術
製
品
の
貿
易
に
関
す
る
閣
僚
宣

言
」
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
長
年
に
わ
た
り
関
税
撤
廃
の
対
象
と
な
る
品
目
が
見
直
さ
れ
ず
、
技
術
進
歩
に
よ
り
開
発
さ
れ
た
新
製
品
等
を

対
象
品
目
に
含
め
る
こ
と
に
つ
い
て
産
業
界
か
ら
強
い
要
望
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
中
、
平
成
二
十
四
年
（
二
千
十
二
年
）
五
月
、
対
象
と

な
る
品
目
を
拡
大
す
る
交
渉
が
立
ち
上
げ
ら
れ
、
平
成
二
十
七
年
（
二
千
十
五
年
）
七
月
に
対
象
品
目
が
確
定
し
、
「
情
報
技
術
製
品
の
貿
易
の
拡
大
に

関
す
る
宣
言
」
が
採
択
さ
れ
た
。
ま
た
、
同
年
十
二
月
に
ナ
イ
ロ
ビ
で
開
催
さ
れ
た
第
十
回
Ｗ
Ｔ
Ｏ
閣
僚
会
議
の
期
間
中
に
交
渉
が
妥
結
し
、
「
情
報
技

術
製
品
の
貿
易
の
拡
大
に
関
す
る
閣
僚
宣
言
」
が
採
択
さ
れ
た
。
こ
の
情
報
技
術
製
品
の
拡
大
さ
れ
た
品
目
の
関
税
撤
廃
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
、
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
等
の
先
進
国
の
み
な
ら
ず
途
上
国
を
含
む
五
十
二
箇
国
・
地
域
及
び
欧
州
連
合
が
実
施
す
る
意
図
を
表
明
し
て
い
る
。

経
緯

(2)

我
が
国
は
、
情
報
技
術
製
品
の
拡
大
さ
れ
た
品
目
の
関
税
撤
廃
を
実
施
す
る
た
め
に
、
我
が
国
の
譲
許
表
の
修
正
及
び
訂
正
案
を
Ｗ
Ｔ
Ｏ
事
務
局
を
通

じ
て
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
全
て
の
加
盟
国
に
通
報
し
た
。
そ
の
結
果
、
同
案
が
全
て
の
加
盟
国
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
、
当
該
修
正
及
び
訂
正
が
確
定
し
、
平
成
二
十

八
年
（
二
千
十
六
年
）
三
月
二
十
四
日
に
当
該
修
正
及
び
訂
正
を
附
属
す
る
こ
の
確
認
書
が
作
成
さ
れ
た
。

２

確
認
書
締
結
の
意
義

こ
の
確
認
書
は
、
「
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
」
に
含
ま
れ
て
い
る
我
が
国
の
譲
許
表
に
関
し
、
情
報
技
術
製
品
の
関
税
撤
廃
の
対

象
産
品
の
見
直
し
に
伴
う
修
正
及
び
訂
正
を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
我
が
国
が
こ
の
確
認
書
を
締
結
す
る
こ
と
は
、
国
際
貿
易
を
促
進
す
る
見
地

か
ら
有
意
義
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

３

確
認
書
の
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
義
務



二

我
が
国
は
、
こ
の
確
認
書
に
附
属
す
る
修
正
及
び
訂
正
を
加
え
た
我
が
国
の
譲
許
表
に
従
っ
て
譲
許
税
率
を
適
用
す
る
こ
と
と
な
る
。

４

早
期
国
会
承
認
が
求
め
ら
れ
る
理
由

情
報
技
術
製
品
の
拡
大
さ
れ
た
品
目
の
関
税
撤
廃
に
つ
い
て
は
、
国
内
手
続
を
完
了
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
平
成
二
十
八
年
（
二
千
十
六
年
）
七
月

一
日
が
一
回
目
の
引
下
げ
の
実
施
の
目
標
日
と
さ
れ
た
。

二

確
認
書
の
内
容
等

１

確
認
書
の
内
容

こ
の
確
認
書
は
、
前
文
、
本
文
、
末
文
並
び
に
こ
の
確
認
書
に
附
属
す
る
譲
許
表
の
修
正
及
び
訂
正
か
ら
成
り
、
そ
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

本
文

(1)

我
が
国
の
譲
許
表
の
修
正
及
び
訂
正
は
、
昭
和
五
十
五
年
（
千
九
百
八
十
年
）
三
月
二
十
六
日
に
千
九
百
四
十
七
年
の
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一

(ｱ)
般
協
定
の
締
約
国
団
が
採
択
し
た
譲
許
表
の
修
正
及
び
訂
正
の
た
め
の
手
続
に
関
す
る
決
定
の
規
定
に
よ
り
確
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。こ

の
確
認
書
に
附
属
す
る
我
が
国
の
譲
許
表
の
修
正
及
び
訂
正
は
、
我
が
国
政
府
が
Ｗ
Ｔ
Ｏ
事
務
局
長
に
宛
て
た
通
告
書
に
従
っ
て
効
力
を
生
ず

(ｲ)
る
。

第
三
十
八
表
の
日
本
国
の
譲
許
表
の
修
正
及
び
訂
正

(2)

第
三
十
八
表
の
日
本
国
の
譲
許
表
の
主
た
る
修
正
及
び
訂
正
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

関
税
撤
廃
措
置
の
対
象
と
な
る
産
品
（
二
百
一
品
目
）
に
関
し
、
基
準
と
な
る
表
に
お
い
て
、
該
当
す
る
平
成
十
九
年
（
二
千
七
年
）
に
改
正
さ
れ

(ｱ)
た
「
商
品
の
名
称
及
び
分
類
に
つ
い
て
の
統
一
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
国
際
条
約
」
の
番
号
（
以
下
「
統
一
シ
ス
テ
ム
の
番
号
」
と
い
う
。
）
、
品
名
、

基
準
税
率
、
最
終
譲
許
税
率
、
関
税
引
下
げ
の
実
施
期
間
、
原
交
渉
国
、
そ
の
他
の
租
税
及
び
課
徴
金
並
び
に
「
情
報
技
術
製
品
の
貿
易
の
拡
大
に
関

す
る
宣
言
」
の
附
属
書
Ａ
及
び
附
属
書
Ｂ
の
品
目
番
号
を
記
載
し
て
い
る
。

関
税
撤
廃
措
置
の
対
象
と
な
る
産
品
（
二
百
一
品
目
）
に
関
し
、
段
階
的
な
引
下
げ
の
表
に
お
い
て
、
該
当
す
る
統
一
シ
ス
テ
ム
の
番
号
、
基
準
税

(ｲ)
率
及
び
一
年
ご
と
の
譲
許
税
率
を
記
載
し
て
い
る
。

「
情
報
技
術
製
品
の
貿
易
の
拡
大
に
関
す
る
宣
言
」
の
附
属
書
Ｂ
に
掲
げ
ら
れ
る
産
品
（
マ
ル
チ
コ
ン
ポ
ー
ネ
ン
ト
集
積
回
路
等
十
品
目
）
に
関
し

(ｳ)
て
、
「
情
報
技
術
製
品
の
貿
易
の
拡
大
に
関
す
る
宣
言
」
の
附
属
書
Ｂ
の
品
目
番
号
、
品
名
及
び
該
当
す
る
統
一
シ
ス
テ
ム
の
番
号
を
記
載
し
、
こ
れ

ら
の
産
品
の
関
税
に
つ
い
て
は
、
こ
の
譲
許
表
に
明
示
的
な
定
め
が
な
い
限
り
、
当
該
産
品
が
統
一
シ
ス
テ
ム
の
い
ず
れ
の
番
号
に
分
類
さ
れ
た
と
し

て
も
、
撤
廃
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

２

こ
の
確
認
書
に
附
属
す
る
修
正
及
び
訂
正
を
加
え
た
我
が
国
の
譲
許
表
の
構
成

こ
の
確
認
書
に
附
属
す
る
修
正
及
び
訂
正
を
加
え
た
我
が
国
の
譲
許
表
の
構
成
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
三
十
八
表

日
本
国
の
譲
許
表

第
一
部

最
恵
国
関
税
率
表

第
一
節

農
産
品

第
一
Ａ
節

関
税

第
一
Ｂ
節

関
税
割
当
て

第
二
節

そ
の
他
の
産
品

第
一
部
第
二
節
の
附
属
書
Ⅰ

第
一
部
第
二
節
の
附
属
書
Ⅱ

情
報
技
術
製
品
の
貿
易
に
関
す
る
閣
僚
宣
言
（
Ｉ
Ｔ
Ａ
）
の
拡
大

第
二
部

特
恵
関
税
率
表

第
三
部

非
関
税
譲
許
表

第
四
部

農
産
品
に
つ
い
て
の
補
助
の
制
限
に
関
す
る
約
束

第
三
十
八
表
の
日
本
国
の
譲
許
表
の
附
属
書

三

確
認
書
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置

こ
の
確
認
書
の
実
施
の
た
め
に
は
、
新
た
な
立
法
措
置
及
び
予
算
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。



三

我
が
国
は
、
こ
の
確
認
書
に
附
属
す
る
修
正
及
び
訂
正
を
加
え
た
我
が
国
の
譲
許
表
に
従
っ
て
譲
許
税
率
を
適
用
す
る
こ
と
と
な
る
。

４

早
期
国
会
承
認
が
求
め
ら
れ
る
理
由

情
報
技
術
製
品
の
拡
大
さ
れ
た
品
目
の
関
税
撤
廃
に
つ
い
て
は
、
国
内
手
続
を
完
了
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
平
成
二
十
八
年
（
二
千
十
六
年
）
七
月

一
日
が
一
回
目
の
引
下
げ
の
実
施
の
目
標
日
と
さ
れ
た
。

二

確
認
書
の
内
容
等

１

確
認
書
の
内
容

こ
の
確
認
書
は
、
前
文
、
本
文
、
末
文
並
び
に
こ
の
確
認
書
に
附
属
す
る
譲
許
表
の
修
正
及
び
訂
正
か
ら
成
り
、
そ
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

本
文

(1)

我
が
国
の
譲
許
表
の
修
正
及
び
訂
正
は
、
昭
和
五
十
五
年
（
千
九
百
八
十
年
）
三
月
二
十
六
日
に
千
九
百
四
十
七
年
の
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一

(ｱ)
般
協
定
の
締
約
国
団
が
採
択
し
た
譲
許
表
の
修
正
及
び
訂
正
の
た
め
の
手
続
に
関
す
る
決
定
の
規
定
に
よ
り
確
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。こ

の
確
認
書
に
附
属
す
る
我
が
国
の
譲
許
表
の
修
正
及
び
訂
正
は
、
我
が
国
政
府
が
Ｗ
Ｔ
Ｏ
事
務
局
長
に
宛
て
た
通
告
書
に
従
っ
て
効
力
を
生
ず

(ｲ)
る
。

第
三
十
八
表
の
日
本
国
の
譲
許
表
の
修
正
及
び
訂
正

(2)

第
三
十
八
表
の
日
本
国
の
譲
許
表
の
主
た
る
修
正
及
び
訂
正
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

関
税
撤
廃
措
置
の
対
象
と
な
る
産
品
（
二
百
一
品
目
）
に
関
し
、
基
準
と
な
る
表
に
お
い
て
、
該
当
す
る
平
成
十
九
年
（
二
千
七
年
）
に
改
正
さ
れ

(ｱ)
た
「
商
品
の
名
称
及
び
分
類
に
つ
い
て
の
統
一
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
国
際
条
約
」
の
番
号
（
以
下
「
統
一
シ
ス
テ
ム
の
番
号
」
と
い
う
。
）
、
品
名
、

基
準
税
率
、
最
終
譲
許
税
率
、
関
税
引
下
げ
の
実
施
期
間
、
原
交
渉
国
、
そ
の
他
の
租
税
及
び
課
徴
金
並
び
に
「
情
報
技
術
製
品
の
貿
易
の
拡
大
に
関

す
る
宣
言
」
の
附
属
書
Ａ
及
び
附
属
書
Ｂ
の
品
目
番
号
を
記
載
し
て
い
る
。

関
税
撤
廃
措
置
の
対
象
と
な
る
産
品
（
二
百
一
品
目
）
に
関
し
、
段
階
的
な
引
下
げ
の
表
に
お
い
て
、
該
当
す
る
統
一
シ
ス
テ
ム
の
番
号
、
基
準
税

(ｲ)
率
及
び
一
年
ご
と
の
譲
許
税
率
を
記
載
し
て
い
る
。

「
情
報
技
術
製
品
の
貿
易
の
拡
大
に
関
す
る
宣
言
」
の
附
属
書
Ｂ
に
掲
げ
ら
れ
る
産
品
（
マ
ル
チ
コ
ン
ポ
ー
ネ
ン
ト
集
積
回
路
等
十
品
目
）
に
関
し

(ｳ)
て
、
「
情
報
技
術
製
品
の
貿
易
の
拡
大
に
関
す
る
宣
言
」
の
附
属
書
Ｂ
の
品
目
番
号
、
品
名
及
び
該
当
す
る
統
一
シ
ス
テ
ム
の
番
号
を
記
載
し
、
こ
れ

ら
の
産
品
の
関
税
に
つ
い
て
は
、
こ
の
譲
許
表
に
明
示
的
な
定
め
が
な
い
限
り
、
当
該
産
品
が
統
一
シ
ス
テ
ム
の
い
ず
れ
の
番
号
に
分
類
さ
れ
た
と
し

て
も
、
撤
廃
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

２

こ
の
確
認
書
に
附
属
す
る
修
正
及
び
訂
正
を
加
え
た
我
が
国
の
譲
許
表
の
構
成

こ
の
確
認
書
に
附
属
す
る
修
正
及
び
訂
正
を
加
え
た
我
が
国
の
譲
許
表
の
構
成
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
三
十
八
表

日
本
国
の
譲
許
表

第
一
部

最
恵
国
関
税
率
表

第
一
節

農
産
品

第
一
Ａ
節

関
税

第
一
Ｂ
節

関
税
割
当
て

第
二
節

そ
の
他
の
産
品

第
一
部
第
二
節
の
附
属
書
Ⅰ

第
一
部
第
二
節
の
附
属
書
Ⅱ

情
報
技
術
製
品
の
貿
易
に
関
す
る
閣
僚
宣
言
（
Ｉ
Ｔ
Ａ
）
の
拡
大

第
二
部

特
恵
関
税
率
表

第
三
部

非
関
税
譲
許
表

第
四
部

農
産
品
に
つ
い
て
の
補
助
の
制
限
に
関
す
る
約
束

第
三
十
八
表
の
日
本
国
の
譲
許
表
の
附
属
書

三

確
認
書
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置

こ
の
確
認
書
の
実
施
の
た
め
に
は
、
新
た
な
立
法
措
置
及
び
予
算
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。



四

（
参

考
）

１

作
成

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
四
日

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
お
い
て
作
成

２

効
力
発
生

我
が
国
が
国
内
手
続
の
完
了
後
に
Ｗ
Ｔ
Ｏ
事
務
局
長
に
宛
て
た
通
告
書
に
従
っ
て
効
力
を
生
ず
る
。


